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からのお知らせ からのお知らせ市 市

広
報
や
ま
と
に
掲
載
す
る
広
告
を
募
集

任
期
付
職
員（
身
体
障
が
い
者
・
事
務
）を
募
集

職
務
内
容
▼
市
役
所
ま
た
は
出
先
機
関
で

の
事
務

応
募
資
格
▼
身
体
障
害
者
手
帳
の
交
付
を

受
け
て
い
る
人（
申
し
込
み
時
ま
で
に
交

付
申
請
し
て
い
る
人
を
含
む
）

任
用
期
間
▼
1
年
を
超
え
3
年
以
内

募
集
人
数
▼
若
干
名

採
用
時
期
▼
合
格
者
は
採
用
候
補
者
名
簿

に
登
載
し
、
12
月
以
降
要
員
に
応
じ
て

採
用（
登
載
期
間
は
１
年
間
）

勤
務
時
間
▼
週
31
時
間
以
内

基
本
給
▼
週
25
時
間
勤
務
の
場
合
、
月
額

11
万
６
，５
２
８
円

選　

考
▼
11
月
7
日（
木
）ま
た
は
8
日

（
金
）に
面
接
を
実
施

申
し
込
み
▼
10
月
31
日（
木
）（
必
着
）ま
で

に
、
必
要
書
類
を
郵
送
で
〒
２
４
２-

８
６
０
１
市
役
所
人
財
課
へ
。
直
接
持

参
ま
た
は
市
の
ホ
ー
ム
ペ
ー
ジ
か
ら
電

子
申
請
も
可
。

※
募
集
案
内
は
同
課
で
配
布
す
る
ほ
か
、

市
の
ホ
ー
ム
ペ
ー
ジ
か
ら
ダ
ウ
ン
ロ
ー

ド
も
で
き
ま
す
。

問
市
役
所
人
財
課
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財
育
成
係
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市
は
、
自
主
財
源
を
確
保
す
る
た
め
、
広

報
や
ま
と
に
掲
載
す
る
広
告
を
募
集
し
ま
す
。

規　

格
▼
縦
６
・
３
セ
ン
チ

メ
ー
ト
ル

×
横
８
・
７
セ
ン
チ

メ
ー
ト
ル

掲
載
料（
1
枠
）▼
白
黒
５
万
円
、
カ
ラ
ー

（
1
月
１
日
号
の
み
）６
万
２
，
５
０
０
円

募
集
枠
▼
各
号
２
枠

申
し
込
み
▼
申
込
書
と
照
会
承
諾
書
、
広
告

図
案（
電
子
デ
ー
タ
）を
直
接
ま
た
は
郵
送

で
〒
２
４
２-

８
６
０
１
市
役
所
広
報
広

聴
課
へ
。
申
込
書
と
照
会
承
諾
書
は
同
課

で
配
布
す
る
ほ
か
、
市
の
ホ
ー
ム
ペ
ー
ジ

か
ら
ダ
ウ
ン
ロ
ー
ド
も
で
き
ま
す
。

※
毎
月
１
日
・
15
日
発
行
。
発
行
部
数
は

各
号
８
万
１
，０
０
０
部
。

※
政
治
や
宗
教
に

関
す
る
も
の
、

公
序
良
俗
に
反

す
る
も
の
な
ど

は
掲
載
で
き
ま

せ
ん
。

問
市
役
所
広
報
広
聴
課
広
報
係
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２

６
０
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３
１
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２
６
１
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YAMATO A
ア ー ト

RT100プロジェクト開催中
☎（260）5222　文化振興課

　今年のYAMATO ART100は、12/22（日）まで開催。毎号順次、催しを紹介します。
※詳しい内容を掲載した「YAMATO ART100イベントパンフレット」もご活用ください。同パンフレット
は市役所文化振興課、シリウス内芸術文化ホール、各学習センターなどで配布しています。

※申し込み方法の記載がないものは申し込み不要です。

●シリウス開館3周年記念事業八神純
子L

ラ イ ブ

iveキミの街へ～H
ヒ ア

ere W
ウィー

e G
ゴ ー

o!
日 11/3（祝）17：00～19：00 場シリウス
内メインホール 費 6,000円 申やまと芸
術文化ホールチケットデスク☎(263) 
3806へ要問い合わせ。
●菊花展
日 11/4（祝）～17（日）9：30～21：00場グ
リーンアップセンター 問同センター☎
(263)8711。
●室内楽・声楽によるコンサート
日 11/4（祝）14：00～16：00 場ウィーン
ホール（大和東1-12-4）費 2,000円（小
学生～高校生1,000円、未就学児無料）
申音フェスタ実行委員会・小林☎090 
(3340)3864へ要問い合わせ。

●菊地2人展
日 11/5（火）～17（日）10：00～18：00（17
日は17：00まで）場画廊喫茶オルセー
（鶴間2-3-20）問同画廊☎(274)5623。
●第13回三人展
日 11/5（火）～16（土）11：00～18：00（16
日は16：00まで）場ぎゃらりー二桜舎
（中央林間2-10-9）問 同ぎゃらりー☎
(273)5113。
●第14回大和市合同オカリナコンサート
日 11/9（土）13：00～16：00 場渋谷学習
センター 問大和市オカリナ協会・小室
☎080(6700)2503。

●コラボ展
日 11/12（火）～23（祝）11：00～17：00場
カフェギャラリー野の花（南林間1-18-
16-201）問同ギャラリー☎(274)1046。
●つきみ野水彩画「四季」秋季作品展
日 11/13（水）～17（日）10：00～16：00 
場つきみ野学習センター 問「四季」・
小林☎(293)6211。
●第49回大和市秋季吟詠大会
日 11/16（土）9：30～17：30 場シリウス
内サブホール 問大和市詩吟連盟・小須
田☎(275)5752。
●秋の茶の湯の会
日 11/17（日）10：00～15：00 場 慈緑庵
（多胡記念公園内）費 2,000円 申電話で
大和茶道会・岩本☎(240)1287へ。

市制市制

記念記念
6060周周年年

住
宅
の
耐
震
化
・
不
燃
化
対
策
な
ど
を
補
助

※※1 市税などを滞納している場合は利用できません。
※※2 実施した場合、税制などの優遇があります。防音工事やリフォームと同時の実
施も可能です。

※※3 防音工事やリフォームと同時の実施も可能です。また、一定の要件を満たしたバ
リアフリー化改修工事は、税制などの優遇があります。

※※4 壁や家具の種類により、固定できない場合や一部有償となる場合があります。

　

市
は
、
市
内
の
住
宅
の
耐
震
診
断
費
や

改
修
費
、
不
燃
化
・
バ
リ
ア
フ
リ
ー
化
改

修
費
、
ブ
ロ
ッ
ク
塀
等
撤
去
・
改
善
費
な

ど
に
対
す
る
補
助
を
実
施
し
て
い
ま
す
。

申
し
込
み
▼
い
ず
れ
も
直
接
ま
た
は
電
話

で
市
役
所
建
築
指
導
課
へ
。

※
制
度
利
用
の
要
件
な
ど
、
詳
し
く
は
お

問
い
合
わ
せ
く
だ
さ
い
。

工事・診断名など 補助の要件 補助内容

木
造
住
宅

木
造
住
宅
の
耐
震
診
断
・
改
修
工
事

①簡易耐震
　診断

対象建築物▶昭和56年5月以
前に工事に着手した在来工
法（構造部分が柱やはり、
筋交いで構成される工法）
による2階建て以下の木造
住宅

登録事業者が現場調査の
うえ、耐震性の目安を判定
（無料）

②精密耐震
　診断  ※※1

①を実施した建築物に対し
登録建築士が診断し、補強
の要否や補強案、概算改修
工事費を報告。診断費のう
ち6万6,000円まで補助（通
常、上限額内で診断可）

③耐震改修
　工事
　※※1、※、※2

②に基づく補強工事に対
して、工事費用などの一
部（工事費の5分の1、設計
監理費の2分の1、合計上
限50万円）を補助

不燃化改修工事
※※1、※、※3

対象建築物▶既存木造住宅
工事例：軒天・破風板改修、
外壁改修、内装不燃化、雨
戸・シャッター改修、窓ガ
ラス交換、防炎性カーテン
設置、感震ブレーカー設置、
ブロック塀撤去

改修工事費（5万円以上）の
2分の1（上限10万円。不燃
化改修工事の破風を含む
軒裏などの改修工事費は
上限20万円）

バリアフリー化
改修工事　
※※1、※、※3

対象建築物▶既存木造住宅
工事例：段差解消、浴室改良、
トイレ改修、手すり設置、
廊下幅拡張、扉交換

ブ
ロ
ッ
ク
塀
等

ブ
ロ
ッ
ク
塀
等
の
安
全
対
策

期
間
▼
令
和
3
年
3
月
31
日
ま
で

㋐適法性診断 対象▶道路に面するもの
登録事業者が現場調査の
うえ、適法性、安全性を
判定（無料）

㋑撤去工事　
　※※1

対象▶㋐の結果、安全性が
確認できないもの 撤去工事費および改善工事

費（両工事費合わせて上限
30万円。ブロック塀等の規
模などにより異なる）㋒改善工事　

　※※1
対象▶㋑の工事と併せて実
施するフェンスの新設

マ
ン
シ
ョ
ン

分譲マンションの
耐震診断

対象建築物▶昭和56年5月以
前に工事に着手した分譲マ
ンション

・予備診断費補助額：1棟
につき上限20万円

・本診断費補助額：1棟につ
き本診断費の2分の1（上
限150万円）または3分の
2（上限200万円）

家
具

家具転倒防止器具
取付支援　※※4

対象世帯▶65歳以上の人で
構成される世帯、障がい者
世帯

登録事業者が木製家具をL
字金物と木ビスで壁に固定
（1世帯当たり2か所まで）
（原則無料）
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